
昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
三
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

二
五
） 

答

弁

第

二

五

号 

   

衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
に
基
づ
く
技
術
基
準
の
告
示
案
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
一
第
二
五
号 

昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

田 

中 


一 

 

榮 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
に
基
づ
く
技
術
基
準
の
告
示
案
に 

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
「
技
術
基
準
告

示
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
「
導
管
の
構
造
に
対
し
支
障
を
与
え
な
い
構
造

物
」
と
は
、
別
紙

(1)
に
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
技
術
基
準
告
示
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
防
護
構
造
物
は
、
導
管
を
地
下
に
埋
設
す
る
場
合
に
、

地
下
埋
設
導
管
の
外
面
と
地
表
面
と
の
距
離
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
の
と
同
等
以
上
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
市
街
地
等
特
定
の
場
所
に
導
管
を
設
置
す
る
場
合
に
講
ず
べ
き
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
漏
え
い
拡
散
防
止
措
置
と
は
別
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。 



二
に
つ
い
て 

1 

技
術
基
準
告
示
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
漏
え
い
検
知
用
の
管
は
、
漏
え
い
検
知
口
の
漏
え
い
検

知
機
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
材
質
、
規
格
、
構
造
、
設
置
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
石

油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
工
事
計
画
の
認
可
に
際

し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
多
数
の
小
孔
を
有
す
る
合
成
樹
脂
製
又
は
金
属
製
の
小
管
を
使

用
し
、
技
術
基
準
告
示
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
砂
又
は
砂
質
土
の
中
に
導
管
に
沿
つ
て
埋
設
す
る
こ
と
が 

2
及
び

3 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
が
設
置
し
た
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
は
、
石
油

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
五
条
に
規
定
す
る
導
管
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
が
、
技
術
基
準
告
示
第
三
十
七
条
に
規

定
す
る
構
造
物
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
標
準
断
面
図
は
、
別
紙

(2)
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



三
お
よ
び
四
に
つ
い
て 

3 

技
術
基
準
告
示
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
漏
え
い
検
知
口
に
係
る
漏
え
い
検
知
装
置
の
構
造
及
び
機
能
等

の
細
目
に
つ
い
て
は
、
埋
設
す
る
導
管
の
周
囲
の
状
況
に
応
じ
て
事
業
法
第
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
工
事

計
画
の
認
可
に
際
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

2 

技
術
基
準
告
示
第
四
十
二
条
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
「
導
管
に
沿
つ
て
石
油
の
漏
え
い
を
検
知
す

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
」
は
、
導
管
か
ら
の
石
油
の
漏
え
い
を
化
学
的
又
は
電
気
的
手
段
に
よ
り
検
知
す
る

機
器
で
あ
つ
て
、
技
術
基
準
告
示
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
砂
又
は
砂
質
土
の
中
に
導
管
に
沿
つ
て
埋
設
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。 

現
状
で
は
技
術
基
準
告
示
に
抵
触
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
送
油
開
始
ま
で
に
技
術
基
準
告
示
に
適
合
さ
せ 

適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
公
団
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
は
、
右
漏
え
い
検
知
用
の
管
は
ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。 

五 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

1
及
び

2 

公
団
が
現
在
ま
で
に
埋
設
し
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
導
管
の
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
内
部
線
源

方
式
に
よ
る
Ｘ
線
検
査
は
行
つ
て
い
な
い
。 

る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

技
術
基
準
告
示
に
適
合
し
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
適
合
さ
せ
る
べ
く
所
要
の
措
置
を
行
わ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
完
成
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
公
団
が
既
に
埋
設
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
あ
つ
て
も
、
千
葉
市
内
を
含
め
て
埋
設
工
事
完
了
後
直
ち

に
電
気
防
し
よ
く
を
行
つ
て
い
る
。 

電
気
防
し
よ
く
は
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
工
事
と
並
行
し
て
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

六 

 



3 

事
業
法
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
て
立
入
検
査
を
行
う
と
と
も
に
当
該
施
設
が
完
成
し
た

と
き
は
完
成
検
査
を
行
う
ほ
か
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
建
設
業

法
に
お
い
て
も
、
建
設
業
者
は
工
事
現
場
に
お
け
る
施
工
の
技
術
上
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
専
任
の
主
任
技 

公
団
の
「
溶
接
部
の
非
破
壊
検
査
基
準
」
に
基
づ
く
撮
影
方
法
に
よ
れ
ば
「
撮
影
方
法
は
管
内
に
線
源
を
配

置
す
る
一
重
壁
単
影
像
法
を
採
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
但
し
構
造
上
こ
の
撮
影
法
に
よ
る
こ
と
が
出

来
な
い
場
合
等
は
管
外
に
線
源
を
お
く
一
重
壁
ま
た
は
二
重
壁
単
影
像
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
な
つ

て
い
る
。 

公
団
が
現
在
建
設
中
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
導
管
は
、
内
径
約
三
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
管
内
に
線

源
を
配
置
す
る
一
重
壁
単
影
像
法
を
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
た
た
め
、
現
在
ま
で
に
埋
設
し
た
溶
接

部
に
つ
い
て
は
前
述
の
「
溶
接
部
の
非
破
壊
検
査
基
準
」
に
基
づ
き
、
管
外
に
線
源
を
お
く
二
重
壁
単
影
像
法

に
よ
つ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

七 

 



        

術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
お
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
御
指
摘
の
「
文
書
・

図
面
と
現
場
の
遊
離
」
が
生
じ
る
お
そ
れ
は
な
い
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

八 

 



           
（

別
紙

（
1
）
）

 
 

 
漏

え
い

拡
散

防
止

の
た

め
の

設
備

の
構

造
（

例
）
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